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作
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巻
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号
）
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不
真
正
不
作
為
犯
の
構
成
要
件

客
観
的
構
成
要
件

Ａ

客
観
的
構
成
要
件
要
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果
回
避
義
務
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状
況

２

命
令
さ
れ
た
作
為
の
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着
手
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不
作
為
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３

命
令
さ
れ
た
作
為
に
着
手
す
る
事
実
上
の
可
能
性
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個
別
行
為
能

力
）

４

結
果
の
発
生

５

不
作
為
の
因
果
関
係
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巻
第
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号
）
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作
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作
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と
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第
二
章

不
真
正
不
作
為
犯
の
構
成
要
件

Ⅰ

客
観
的
構
成
要
件

Ａ

客
観
的
構
成
要
件
要
素

６

保
障
人
の
地
位

⑶

わ
が
国
の
最
近
の
諸
学
説

わ
が
国
で
も
、
従
前
、
保
障
人
の
地
位
の
発
生
根
拠
を
法
令
、
契
約
・
事
務
管
理
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・
条
理
と
い
っ
た
法
源
に
よ
っ
て
形
式
的
に

論 説

６

保
障
人
の
地
位
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総
説
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障
人
の
地
位

ａ

法
令

ｂ

任
意
の
義
務
引
き
受
け
（
契
約
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第
44
巻
第
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４
号
）

ｃ

危
険
を
基
礎
付
け
る
先
行
行
為

ｄ

危
険
源
責
任

ｅ

そ
の
他

（
第
45
巻
第
１
号
）

⑶

わ
が
国
の
最
近
の
諸
学
説

ａ

先
行
行
為
説

ｂ

事
実
上
の
引
き
受
け
説
（
具
体
的
依
存
性
説
）

ｃ

法
益
存
立
の
依
存
関
係
説

ｄ

物
理
的
危
険
創
出
行
為
、
法
益
・
危
険
源
の
意
識
的
引
き
受

け
説

ｅ

因
果
経
過
支
配
説

ｆ

排
他
的
支
配
、
危
険
創
出
（
増
加
）
説

ｇ

効
率
性
説

ｈ

機
能
二
分
説

ｉ

準
作
為
犯
説

⑷

わ
が
国
の
判
例

ａ

法
令
・
任
意
の
義
務
引
き
受
け
（
契
約
）

ｂ

先
行
行
為

ｃ

危
険
源
責
任

（
以
上
本
号
）
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分
類
す
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
と

215
）

こ
ろ
、
ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
学
で
は
、
保
護
義
務
、
監
視
義
務
と
い
う
実
質
的
観
点
か
ら
、
作
為
義
務
の

内
容
、
限
界
を
根
拠
付
け
る
考
え
が
支
配
的
と
な
っ
た
き
た
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
わ
が
国
で
も
、
作
為
義
務
を
形
式
的
に
根
拠
付
け
る

の
で
は
な
く
、
実
質
的
に
根
拠
付
け
る
方
向
に
あ
る
が
、
そ
の
際
、
一
元
的
に
、
し
か
も
規
範
的
に
で
は
な
く
、
事
実
的
に
保
障
人
の
地

位
を
基
礎
付
け
る
傾
向
が
強
い
よ
う
で

216
）

あ
る
。
以
下
で
は
、
近
時
の
学
説
の
動
向
を
概
観
し
、
そ
の
問
題
点
を
簡
潔
に
指
摘
し
て
お
こ
う
。

ａ

先
行
行
為
説

こ
の
説
は
、
作
為
は
因
果
の
契
機
を
与
え
、
不
作
為
は
単
に
因
果
の
契
機
を
放
置
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
本
来
、
両
者
は
構
成

要
件
的
に
同
価
値
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
立
す
る
。
両
者
の
同
価
値
性
を
認
め
る
た
め
に
は
、
不
作
為
者
が
、
自
己
の
過
失
の

先
行
行
為
に
よ
っ
て
因
果
を
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

217
）

る
と
。

本
説
に
は
、
先
ず
、
先
行
行
為
が
な
い
と
き
に
は
作
為
義
務
が
常
に
否
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
本
説
は
、
不
真
正
不
作
為

犯
を
そ
れ
自
体
と
し
て
原
因
力
を
有
す
る
作
為
犯
に
引
き
付
け
て
構
成
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
作
為
と
不
作
為
の
同
価

値
性
は
こ
の
両
者
の
関
係
で
不
作
為
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
過
去
の
先
行
行
為
に
よ
っ
て
作
為
と
不
作
為
の
存
在
構
造
上

の
溝
を
埋
め
る
こ
と
は
で
き

218
）

な
い
。
本
説
は
、
先
行
行
為
が
過
失
に
基
づ
く
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
が
、
そ
う
す
る
と
、
例
え
ば
、
保
冷

庫
に
人
を
閉
じ
込
め
て
し
ま
っ
た
者
に
、
そ
の
こ
と
に
過
失
が
無
か
っ
た
場
合
、
閉
じ
込
め
ら
れ
た
人
を
解
放
す
る
作
為
義
務
が
否
定
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
妥
当
で
は
な
か

219
）

ろ
う
。
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ｂ

事
実
上
の
引
き
受
け
説
（
具
体
的
依
存
性
説
）

こ
の
説
は
、
作
為
義
務
は
単
に
自
然
的
な
因
果
力
の
問
題
で
も
、
因
果
経
過
の
支
配
の
問
題
で
も
な
く
、
不
作
為
者
と
被
害
者
と
の
社

会
的
諸
関
係
に
よ
り
生
ず
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
立
す
る
。
作
為
義
務
は
、
不
作
為
者
と
結
果
と
の
依
存
関
係
、
不
作
為
者

の
法
益
に
対
す
る
密
着
性
と
い
う
事
実
関
係
、
す
な
わ
ち
、
当
該
法
益
の
保
護
（
結
果
の
不
発
生
）
が
不
作
為
者
に
依
存
す
る
と
い
う
関

係
に
基
づ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
依
存
関
係
は
、
不
作
為
者
が
法
益
の
保
護
を
事
実
上
引
き
受
け
て
い
る
場
合
に
肯
定
さ
れ

る
。
か
か
る
事
実
上
の
引
き
受
行
為
の
存
否
は
、
①
法
益
の
維
持
・
存
続
を
図
る
行
為
（
結
果
条
件
行
為
）
の
開
始
、
②
そ
の
よ
う
な
行

為
の
反
復
・
継
続
性
、
③
法
益
に
対
す
る
排
他
性
の
確
保
と
い
う
重
畳
的
基
準
に
基
づ
い
て
具
体
的
に
判
断
さ
れ

220
）

る
と
。

本
説
に
よ
る
と
、
子
供
を
餓
死
さ
せ
た
母
親
が
作
為
義
務
を
有
す
る
の
は
、
母
親
と
子
供
と
い
う
関
係
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
子
供
の

生
命
と
い
う
法
益
が
母
親
の
行
為
に
依
存
す
る
関
係
が
生
じ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
事
実
上
の
引
き
受
け
が
無

く
と
も
、
不
作
為
者
に
依
存
す
る
状
態
は
発
生
し
う
る
の
で
あ
り
、
法
益
の
依
存
を
事
実
上
の
引
き
受
け
に
限
定
す
る
理
由
が
明
ら
か
で

な
い
。
本
説
規
準
①
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
、
母
親
の
不
在
中
に
家
に
い
る
が
一
度
も
乳
児
の
世
話
を
し
た
こ
と
の
な
い
父
親
と
か
、
仮
死

状
態
で
生
ま
れ
た
赤
ん
坊
を
放
置
す
る
母
親
に
は
作
為
義
務
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で

221
）

あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
説
の
論
者
は
作

為
義
務
を
肯
定
す
る
。
し
か
し
、
子
供
が
溺
れ
て
い
る
川
の
側
を
た
ま
た
ま
通
っ
た
そ
の
親
に
は
、
作
為
義
務
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
さ
ら
に
、
規
準
②
に
よ
る
と
、
最
初
か
ら
保
護
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
作
為
義
務
は
発
生
せ
ず
、
一
時
的
に
で
も
保
護
を
引
き
受

け
れ
ば
作
為
義
務
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
均
衡
を
失
す
る
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
、
一
人
暮
ら
し
の
老
人
が
健
康
を

害
し
て
餓
死
し
そ
う
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
、
そ
れ
を
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
隣
人
に
は
作
為
義
務
が
発
生
せ
ず
、
何
度
か
食
事
を
運
ん

で
あ
げ
る
と
作
為
義
務
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
に

222
）

な
る
。
規
準
③
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
救
助
可
能
な
者
が
お
り
、「
他
を
排
し
て
」は
い
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な
く
て
も
、
な
お
密
接
な
こ
と
は
あ
り
う
る
か
ら
、
密
接
性
か
ら
「
排
他
性
」
を
直
ち
に
導
く
こ
と
は
で
き

223
）

な
い
。

ｃ

法
益
存
立
の
依
存
関
係
説

こ
の
説
に
よ
る
と
、
乳
児
の
生
命
・
健
康
の
保
全
が
親
に
依
存
し
て
い
る
場
合
の
よ
う
な
顕
在
的
依
存
関
係
の
場
合
、
被
依
存
者
の
不

保
護
は
直
ち
に
生
命
・
身
体
・
財
産
そ
の
他
の
法
益
の
侵
害
を
も
た
ら
す
の
で
、
当
該
不
作
為
は
作
為
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
法
益
侵
害
の

危
険
を
も
た
ら
す
場
合
と
同
視
す
る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
そ
こ
に
保
障
人
義
務
の
発
生
根
拠
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
健
康
な
生
活
を
送
っ

て
い
る
夫
婦
の
一
方
が
病
気
そ
の
他
の
事
由
で
身
動
き
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
、
他
方
が
面
倒
を
見
る
場
合
の
よ
う
に
、
潜
在
的
依
存
関

係
に
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
に
、
夫
婦
生
活
共
同
体
関
係
、
家
族
生
活
共
同
体
関
係
、
危
険
共
同
体
関
係
、
監
督
者
・
被
監
督
者
関
係
、

危
険
物
の
管
理
関
係
及
び
一
定
の
法
益
の
保
全
引
き
受
け
関
係
等
の
よ
う
に
当
該
不
作
為
者
と
被
害
者
、
被
監
督
者
、
危
険
物
と
の
間
に

特
別
の
事
実
関
係
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
不
作
為
者
に
は
法
令
上
の
義
務
、
契
約
上
の
義
務
、
事
務
管
理
上
の
義
務
、
危

険
管
理
義
務
等
の
何
ら
か
の
法
的
義
務
が
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
当
該
不
作
為
者
が
当
該
法
益
の
存
否
に
つ
い
て
事
実
上
支
配
し
て
い
る

地
位
に
あ
る
こ
と
の
三
つ
の
条
件
の
下
で
、
保
障
人
義
務
が
生

224
）

ず
る
。

本
説
は
、
一
方
で
、
事
実
上
の
引
き
受
け
だ
け
で
す
べ
て
の
保
障
人
義
務
を
導
出
す
る
こ
と
は
狭
す
ぎ
る
と
指
摘
し
、
他
方
で
、
過
去

か
ら
の
特
別
な
事
実
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
法
益
存
立
の
前
提
で
あ
る
か
ら
、
先
行
行
為
に
よ
る
保
障
人
義
務
は
根
拠
づ
け
ら
れ
な

い
と
主
張

225
）

す
る
。「
皮
革
用
噴
霧
器
事
件
」
の
よ
う
に
、
製
品
が
消
費
者
の
間
に
出
回
っ
た
後
、
そ
の
製
品
が
有
毒
物
を
含
有
し
、
生
命
・

身
体
に
害
を
及
ぼ
す
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
、
関
係
者
の
手
を
離
れ
た
当
該
製
品
に
つ
き
、
事
実
上
の
管
理
な
い
し
支
配
関
係
が
な
い
の

で
、
保
障
人
義
務
は
生
じ

226
）

な
い
。
本
説
は
、
先
行
行
為
に
基
づ
く
保
障
人
義
務
を
否
定
す
る
等
、
保
障
人
義
務
の
範
囲
を
狭
め
す
ぎ
る
と
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云
え
よ
う
。

ｄ

物
理
的
危
険
創
出
行
為
、
法
益
・
危
険
源
の
意
識
的
引
き
受
け
説

こ
の
説
は
、
作
為
義
務
が
人
の
行
動
の
自
由
へ
の
強
度
の
制
約
を
意
味
す
る
か
ら
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
事
情
が
必
要
で
あ
る
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
出
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
ず
、
行
為
者
が
法
益
が
失
わ
れ
る
危
険
性
を
故
意
、
過
失
ま
た
は
無
過
失
を
問
わ
ず
何
ら
か

の
形
で
高
め
た
場
合
に
保
障
人
の
地
位
が
発
生
す
る
。
危
険
創
出
行
為
は
、
そ
れ
自
体
が
処
罰
の
対
象
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
責
任
主
義

は
妥
当
し
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
次
に
、
現
代
の
社
会
的
分
業
の
時
代
に
お
い
て
は
、
脆
弱
な
被
害
者
や
危
険
物
の
管
理

を
あ
る
一
定
の
社
会
的
役
割
に
つ
い
て
い
る
者
に
委
ね
ざ
る
を
得
ず
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
当
該
地
位
に
自
ら
の
意
思
で
つ
い
た
と
き（
法

益
あ
る
い
は
危
険
源
に
対
す
る
意
識
的
引
受
け
）
保
障
人
の
地
位
が
肯
定
さ

227
）

れ
る
。

本
説
は
先
行
行
為
説
と
事
実
上
の
引
受
け
説
を
継
承
・
発
展
さ
せ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
本
説
の
問
題
点
は
、
物
理
的
危
険
創
出
行
為

に
つ
き
過
失
、
無
過
失
を
問
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
作
為
義
務
を
広
げ
す
ぎ
る
こ
と
に
繫
が
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

ｅ

因
果
経
過
支
配
説

こ
の
説
は
、
事
実
上
の
引
き
受
け
説
の
規
準
③
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
本
説
は
、
作
為
が
結
果
へ
と
至
る
因
果
の
設
定
で
あ
る

の
に
対
し
、
不
作
為
は
因
果
経
過
の
放
置
で
あ
る
こ
と
か
ら
出
立
す
る
。
そ
れ
故
、
不
作
為
が
作
為
と
構
成
要
件
的
に
同
価
値
で
あ
る
た

め
に
は
、
不
作
為
者
が
、
す
で
に
発
生
し
て
い
る
因
果
の
流
れ
を
自
己
の
掌
中
に
収
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
自
己
の
意

思
に
基
づ
く
排
他
的
支
配
の
獲
得
を
要
求
す
る
。
こ
れ
と
区
別
さ
れ
る
の
が
、
自
己
の
意
思
に
基
づ
か
な
い
排
他
的
支
配
（
例
え
ば
、
朝
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起
き
た
ら
玄
関
に
赤
ん
坊
が
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
た
と
い
う
場
合
）
で
あ
り
、「
支
配
領
域
性
」
と
名
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
作
為

義
務
を
基
礎
付
け
る
た
め
に
は
、
親
子
関
係
や
建
物
の
管
理
者
・
警
備
員
で
あ
る
な
ど
の
「
社
会
継
続
的
な
保
護
関
係
」
と
い
う
規
範
的

要
素
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
支
配
領
域
性
が
あ
っ
て
も
、
先
行
行
為
は
作
為
義
務
を
根
拠
づ
け
な

228
）

い
と
。

本
説
は
、
基
本
的
に
は
、
事
実
上
の
引
き
受
け
説
に
立
脚
し
な
が
ら
、
作
為
義
務
を
規
範
的
観
点
か
ら
多
少
拡
張
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴

が
あ
る
。
こ
の
説
の
問
題
点
は
、
先
行
行
為
に
基
づ
く
保
障
人
義
務
を
一
切
認
め
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
次
に
、
親
子
関
係
な
ど
の
「
社

会
継
続
的
」
な
保
護
関
係
が
あ
る
場
合
に
も
作
為
義
務
を
肯
定
す
る
が
、
不
明
確
な
規
準
の
た
め
に
、
恣
意
的
適
用
が
免
れ
が
た
い
と
い

う
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
例
え
ば
、
建
物
の
所
有
者
が
そ
の
中
に
浮
浪
者
が
泊
ま
り
、
餓
死
し
そ
う
に
な
っ
て
い
る
の
を
発
見
し
な
が
ら
、

放
置
す
る
と
き
、
殺
人
罪
の
意
味
で
の
因
果
経
過
の
支
配
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
作
為
義
務
を
肯
定
す

る
の
か
不
明
で

229
）

あ
る
。
さ
ら
に
、
規
範
的
支
配
が
あ
る
場
合
、
例
え
ば
、
子
供
が
溺
れ
て
い
る
の
を
親
が
発
見
し
た
が
、
近
く
に
救
助
可

能
者
が
多
数
い
る
よ
う
な
場
合
、
排
他
的
支
配
を
前
提
と
す
る
支
配
領
域
性
が
欠
如
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
作
為
義
務
を
否
定
す
る
が
、

そ
こ
に
も
疑
問
が
あ
る
。

ｆ

排
他
的
支
配
、
危
険
創
出
（
増
加
）
説

こ
の
説
は
、（
排
他
的
）支
配
領
域
性
説
と
同
じ
く
、
保
障
人
の
地
位
を
基
礎
付
け
る
た
め
に
は
、
不
作
為
者
が
作
為
の
場
合
と
同
様
に

結
果
の
発
生
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
排
他
的
支
配
が
要
件
と
な
る
こ
と
か
ら
出
立
す
る
。
但
し
、
こ
れ

だ
け
で
保
障
人
の
地
位
を
認
め
る
と
、
偶
然
に
排
他
的
支
配
を
有
し
た
場
合
に
ま
で
含
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
広
が
り
す
ぎ
る
。
そ
こ

で
、
そ
の
限
定
要
件
と
し
て
、
積
極
的
に
法
益
に
危
険
を
与
え
る
行
為
を
し
な
け
れ
ば
処
罰
さ
れ
な
い
と
い
う
自
由
主
義
の
観
点
か
ら
す
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る
と
、
行
為
者
が
危
険
を
創
出
又
は
増
加
さ
せ
た
こ
と
を
付
加
す
る
必
要
が
あ
る
。
先
行
行
為
説
も
危
険
創
出
を
根
拠
と
し
て
い
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
保
障
人
の
地
位
が
広
が
り
す
ぎ
る
の
で
、
こ
れ
を
限
定
す
る
要
素
が
排
他
的
支
配
で
あ
る
。
結
局
、
本
説
は
先
行
行
為
説

と
事
実
上
の
引
き
受
け
説
を
統
合
・
再
構
成
し
た
説
で
あ
る
。
刑
事
上
の
製
造
物
責
任
の
問
題
、
つ
ま
り
、
製
品
を
製
造
販
売
し
た
時
点

で
は
、
そ
の
製
品
の
危
険
性
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
販
売
後
に
危
険
性
が
分
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
回
収
し
な

か
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
使
用
し
た
消
費
者
が
製
品
の
欠
陥
が
原
因
で
死
亡
し
た
場
合
、
危
険
創
出
も
排
他
的
支
配
も
認
め
ら
れ

230
）

る
と
。

本
説
に
よ
れ
ば
、
危
険
創
出
行
為
は
危
険
な
も
の
で
あ
れ
ば
足
り
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
当
防
衛
を
行
っ
た
者
に
対
す
る
保
障
人
の
地

位
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り

231
）

う
る
。
排
他
的
支
配
は
場
所
の
管
理
支
配
と
は
関
係
が
な
い
。
例
え
ば
、
人
里
離
れ
た
山
中
で
被
害
者
に

命
に
関
わ
る
怪
我
を
負
わ
せ
た
者
に
は
、
被
害
者
を
救
助
す
る
保
障
人
の
地
位
が
肯
定
さ
れ
る
。
特
別
の
知
識
に
基
づ
く
排
他
的
支
配
も

認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
保
冷
庫
に
人
が
閉
じ
込
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
者
に
は
、
保
冷
会
社
の
従
業
員
で
は
な
く
て
も
、
排
他
的
支

配
が
基
礎
付
け
ら
れ

232
）

る
と
。

危
険
創
出
を
要
件
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
先
ず
、
原
理
的
視
点
か
ら
、
他
人
の
た
め
の
作
為
は
自
由
主
義
の
例
外
と
し
て
要
求
さ

れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
制
約
原
理
と
し
て
危
険
創
出
行
為
の
存
在
を
要
求
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
と
の
批
判
が
可

能
で

233
）

あ
る
。
次
に
、
実
際
問
題
と
し
て
、
本
説
に
よ
る
と
、
母
親
が
子
供
を
産
ん
だ
後
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
死
亡
さ
せ
た
場
合
、
危
険
創

出
が
認
め
ら
れ
ず
、
不
作
為
の
殺
人
罪
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
親
子
関
係
が
あ
る
場
合
に
作
為
義
務
を
否
定
す
る
の
は
妥
当
で

は

234
）

な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
本
説
の
主
唱
者
は
、
病
院
で
出
産
す
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
現
在
の
状
況
で
は
、
他
の
者
の

援
助
の
得
ら
れ
な
い
自
宅
で
こ
っ
そ
り
出
産
す
る
こ
と
が
生
ま
れ
て
き
た
赤
ん
坊
に
対
す
る
危
険
創
出
と
考
え
ら
れ
る
と
反
論
し
て
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235
）

い
る
。
し
か
し
、
病
気
に
罹
っ
た
子
供
を
放
置
し
て
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
親
に
は
、
危
険
創
出
行
為
が
な
い
の
で
、
不
作
為
に
よ
る
殺
人

罪
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
果
た
し
て
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

排
他
的
支
配
の
要
件
に
つ
い
て
も
批
判
が
可
能
で
あ
る
。
本
説
に
よ
れ
ば
、
子
供
が
池
で
溺
れ
て
い
る
場
合
に
、
池
の
近
く
に
い
る
者

が
父
親
だ
け
で
あ
れ
ば
父
親
に
保
障
人
の
地
位
が
認
め
ら
れ
る
の
に
、
他
に
救
助
で
き
る
人
が
い
れ
ば
保
障
人
の
地
位
が
認
め
ら
れ
な
く

な
り
そ
う
で

236
）

あ
る
。
こ
れ
に
つ
き
、
排
他
的
支
配
を
肯
定
す
る
見
解
も
散
見
さ
れ

237
）

る
が
、
本
説
の
主
唱
者
は
、
周
り
の
人
間
が
父
親
が
助

け
る
と
考
え
て
救
助
を
控
え
た
場
合
の
よ
う
に
、
現
実
の
信
頼
が
存
在
し
て
い
る
場
合
に
は
、
排
他
的
支
配
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ

う
な
事
情
が
な
い
場
合
に
は
排
他
的
支
配
は
認
め
ら
れ
な
い
と
反
論
し
て

238
）

い
る
。
し
か
し
、
排
他
性
の
有
無
を
、
偶
然
に
周
り
に
い
た
人
々

の
主
観
的
状
況
判
断
に
依
存
さ
せ
る
こ
と
は
適
切
で
は

239
）

な
い
。

ｇ

効
率
性
説

こ
の
説
は
、
結
果
回
避
可
能
性
を
有
す
る
複
数
の
者
が
お
り
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
処
罰
す
る
こ
と
は
国
民
の
自
由
の
過
剰
な
制
約
と
な

る
の
で
、
主
体
を
選
択
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
立
す
る
。
そ
こ
で
、
主
体
選
別
の
公
平
性
と
い
う
観
点
か
ら
、「
結
果
回
避

措
置
を
最
も
効
率
的
に
為
し
う
る
主
体
の
み
が
保
障
人
的
地
位
に
該
当
す
る
」。
主
体
と
し
て
選
別
さ
れ
る
者
は
、「
法
益
が
危
殆
化
さ
れ

た
状
況
下
で
、
結
果
回
避
命
令
を
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
コ
ス
ト
が
、
最
も
小
さ
い
行
為
者
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
最
も
効
率
的
に
（
低
コ
ス
ト
で
）
結
果
回
避
措
置
（
期
待
さ
れ
る
作
為
）
を
な
し
う
る
主
体
で
あ
る
」。
但
し
、
行
為
選
択
の
自
由

を
保
障
す
る
た
め
に
、「
行
為
者
が
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い
て
、
結
果
に
実
現
し
た
危
険
と
行
為
者
と
の
間
に
、
他
者
が
介
入
す
る
可
能
性

を
減
少
さ
せ
る
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
を
受
け
入
れ
た
と
い
う
事
情
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら

240
）

な
い
」。
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不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
範
囲
を
か
な
り
限
定
す
る
本
説
に
は
次
の
よ
う
な
批
判
が
可
能
で
あ
る
。
第
一
に
、
結
果
回
避
可
能
性
を
有

す
る
複
数
の
者
か
ら
犯
罪
行
為
主
体
を
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
不
作
為
犯
固
有
の
問
題
で
は
な
く
、
作
為
犯
に
も
当
て
は
ま
る
。
第

二
に
、
故
意
作
為
犯
へ
の
不
作
為
に
よ
る
加
功
の
場
合
、
結
果
回
避
措
置
を
最
も
効
率
的
に
と
れ
る
者
は
作
為
者
で
あ
る
か
ら
、
不
作
為

者
は
不
可
罰
と
な
ろ
う
。
こ
れ
は
支
持
し
難
い
帰
結
で
あ
る
。
こ
の
帰
結
を
避
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
最
適
効
率
性
の
観
点
か
ら
の
結
果
回

避
措
置
を
事
案
ご
と
に
個
別
に
判
断
す
べ
し
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
、
誰
が
最
も
効
率
的
に
結
果
を
回
避
で

き
る
か
の
判
断
規
準
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
第
三
に
、
最
適
効
率
性
と
い
う
経
済
学
的
・
経
営
学
的
概
念
で
保
障
人
の
地
位

を
決
定
す
る
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
も
疑
問
が
あ
る
。
刑
法
は
、
社
会
倫
理
に
基
礎
を
お
く
「
責
任
刑
法
」
で
あ
り
、「
安
全
管
理
法
」

で
は
な
い
の
で

241
）

あ
る
。

ｈ

機
能
二
分
説

こ
の
説
は
、
作
為
義
務
の
発
生
根
拠
を
、
当
該
法
益
を
保
護
す
べ
き
関
係
に
立
つ
「
法
益
保
護
型
」
と
、
危
険
源
を
管
理
・
監
督
す
べ

き
「
危
険
源
管
理
監
督
型
」
に
わ
け
て
論
ず
る
。
法
益
保
護
型
の
保
護
義
務
の
発
生
根
拠
と
し
て
、
規
範
的
保
護
関
係
（
例
え
ば
、
親
子

関
係
）、
制
度
的
・
任
意
的
保
護
関
係
（
例
え
ば
、
子
守
契
約
）
及
び
機
能
的
保
護
関
係
（
捨
て
子
を
拾
っ
て
世
話
を
す
る
）
が
あ
る
。
危

険
源
管
理
監
督
型
の
管
理
・
監
督
義
務
の
発
生
根
拠
と
し
て
、
危
険
な
物
・
設
備
に
関
す
る
管
理
義
務
（
例
え
ば
、
猛
獣
が
檻
か
ら
出
よ

う
と
し
て
い
る
の
を
傍
観
す
る
飼
育
者
）、
人
の
危
険
行
為
に
関
す
る
行
為
義
務
（
例
え
ば
、
幼
児
の
違
法
行
為
を
止
め
な
い
親
）
及
び
不

可
罰
の
先
行
危
険
創
出
行
為
（
例
え
ば
、
過
失
で
他
人
を
監
禁
し
、
そ
の
後
そ
の
事
実
に
気
づ
き
な
が
ら
も
放
置
す
る
者
）
が

242
）

あ
る
。

本
説
は
、
近
時
の
ド
イ
ツ
刑
法
学
説
の
傾
向
を
踏
ま
え
た
上
で
、
保
障
人
の
地
位
の
根
拠
付
け
と
保
障
人
義
務
の
機
能
を
分
け
て
論
じ
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て
い
る
。
し
か
し
、
犯
罪
理
論
体
系
的
に
は
、
保
障
人
の
地
位
が
先
に
論
じ
ら
れ
、
し
か
る
後
、
保
障
人
義
務
の
機
能
が
論
じ
ら
れ
る
べ

き
だ
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
本
説
に
は
、
機
能
論
が
前
面
に
出
さ
れ
て
て
い
る
た
め
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
範
囲
の
拡
大
に
繫
が
り
か
ね

な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

ｉ

準
作
為
犯
説

こ
の
説
は
、
一
定
の
範
囲
で
類
推
を
許
容
す
る
こ
と
も
、
ま
た
作
為
犯
規
定
に
不
作
為
を
読
み
込
む
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と

か
ら
出
立
し
、
不
真
正
不
作
為
犯
を
「
偽
装
さ
れ
た
作
為
」
と
み
な
し
、
不
作
為
の
中
に
作
為
に
準
ず
る
性
質
の
も
の
を
探
し
出
す
、
つ

ま
り
、
不
真
正
不
作
為
犯
を
「
準
作
為
犯
」
と
見
る
。
す
な
わ
ち
、
作
為
に
付
随
す
る
不
作
為
や
結
果
へ
の
因
果
を
起
動
す
る
「
先
行
行

為
」
の
あ
る
場
合
に
、
結
果
に
向
か
う
因
果
経
過
を
、
行
為
者
の
「
延
長
さ
れ
た
腕
」
に
よ
る
作
為
と
「
み
な
し
て
」、
そ
こ
か
ら
、
そ
れ

が
他
者
を
危
険
に
さ
ら
さ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
「
義
務
」
を
引
き
出
す
。
例
え
ば
、
自
動
操
縦
中
に
線
路
上
の
ま
だ
停
止
で
き
る
距
離

に
人
間
を
認
め
た
列
車
運
転
手
は
、
手
動
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
な
か
っ
た
場
合
、
列
車
運
行
を
組
織
し
た
者
と
し
て
、
殺
人
・
傷
害
な
ど
の

作
為
犯
規
定
で
処
罰
さ
れ
る
が
、
ひ
と
た
び
衝
突
事
故
が
起
き
た
後
の
、
被
害
者
を
救
助
し
な
か
っ
た
と
い
う
不
作
為
に
つ
い
て
は
、
も

は
や
事
象
は
「
延
長
さ
れ
た
腕
」
を
も
離
れ
て
お
り
、
純
粋
な
不
作
為
犯
規
定
（
せ
い
ぜ
い
保
護
者
遺
棄
規
定
）
で
し
か
処
罰
さ
れ

243
）

な
い
。

本
説
は
、「
不
作
為
」
を
作
為
と
み
な
す
「
延
長
さ
れ
た
腕
」
と
い
う
構
想
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
る
こ
と
、
及
び
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で

及
ぶ
の
か
と
い
う
点
で
不
明
確
な
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、「
不
真
正
不
作
為
犯
」の
成
立
を
大
幅
に
制
限
す
る
点
で
、
そ
の

帰
結
に
お
い
て
も
支
持
で
き
な
い
。
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⑷

わ
が
国
の
判
例

わ
が
国
の
判
例
は
、
保
障
人
の
地
位
の
成
立
根
拠
に
つ
い
て
の
一
般
的
原
理
を
示
す
こ
と
な
く
、
具
体
的
事
案
に
即
し
た
判
断
を
下
し

て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
本
章

Ａ
６
⑵
に
お
い
て
詳
説
さ
れ
た
保
障
人
の
地
位
の
成
立
根
拠
に
関
す
る
立
場
に
立
脚
し
て
、
判
例
を
一
応

次
の
よ
う
に
整
理
し
て
、
概
観
す
る
こ
と
と
す
る
。

ａ

法
令
・
任
意
の
義
務
引
き
受
け
（
契
約
）

①
大
判
大
正
四
・
二
・
一
〇
刑
録
二
一
輯
九
〇
﹇
嬰
児
餓
死
事
件
﹈。
被
告
人
は
、
契
約
に
よ
り
、
六
ヶ
月
未
満
の
嬰
児
を
預
か
っ
た
が
、

食
事
を
与
え
ず
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
事
案
。
大
審
院
は
、「
法
律
ニ
因
ル
ト
将
契
約
ニ
因
ル
ト
ヲ
問
ワ
ス
養
育
ノ
義
務
ヲ
負
ウ
者
カ
殺
害
意

思
ヲ
以
テ
故
ラ
ニ
被
養
育
者
ノ
生
存
ニ
必
要
ナ
ル
食
物
ヲ
給
与
セ
ス
シ
テ
之
ヲ
死
ニ
致
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
殺
人
犯
ニ
シ
テ
刑
法
第
百
九
十
九

条
ニ
該
当
シ
単
ニ
其
義
務
に
違
背
シ
テ
食
物
ヲ
給
与
セ
ス
依
テ
之
ヲ
死
ニ
致
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
生
存
ニ
必
要
ナ
ル
保
護
を
為
サ
サ
ル
モ
ニ
シ

テ
刑
法
第
二
百
十
八
条
第
二
百
十
九
条
ニ
該
当
ス
要
ハ
殺
意
ノ
有
無
ニ
依
リ
之
ヲ
区
別
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
判
示
し
て
、
不
作
為
に
よ

る
殺
人
罪
の
成
立
を
認

244
）

め
た
。

ｂ

先
行
行
為

先
行
行
為
に
関
わ
る
判
例
と
し
て
は
、
先
ず
、
放
火
罪
に
つ
い
て
の
も
の
が
重
要
で
あ
る
。

②
大
判
大
正
一
三
・
三
・
一
一
刑
集
一
七
・
二
三
七
﹇
神
棚
蝋
燭
引
火
事
件
﹈。
被
告
人
が
点
火
し
た
神
棚
の
蝋
燭
が
倒
れ
か
け
て
い
る

の
を
認
め
な
が
ら
、
火
災
に
な
れ
ば
保
険
金
を
取
れ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
そ
の
ま
ま
外
出
し
た
と
こ
ろ
火
災
に
な
っ
た
と
い
う
事
案
。
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大
審
院
は
、「
自
己
ノ
故
意
ニ
帰
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
原
因
ニ
依
リ
火
カ
自
己
ノ
家
屋
ニ
燃
焼
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
キ
危
険
ア
ル
場
合
其
ノ
危
険
ノ

発
生
を
防
止
ス
ル
コ
ト
可
能
ナ
ル
ニ
拘
ラ
ス
其
ノ
危
険
ヲ
利
用
ス
ル
意
思
ヲ
以
テ
消
火
ニ
必
要
ナ
ル
措
置
を
執
ラ
ス
因
テ
家
屋
ニ
延
焼
セ

シ
メ
タ
ル
ト
キ
モ
亦
法
律
ニ
所
謂
火
ヲ
放
ツ
ノ
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
該
当
ス
ル
」
と
判
示
し
て
、
不
作
為
に
よ
る
放
火
罪
の
成
立
を

認
め
た
。
こ
の
判
決
は
、
自
己
の
過
失
と
い
う
先
行
行
為
を
重
要
視
し
て
い
る
。
本
判
決
は
、
後
掲
大
正
七
年
大
審
院
判
決
と
同
じ
く
、

不
作
為
に
よ
る
放
火
罪
の
成
立
要
件
と
し
て
「
利
用
す
る
意
思
」
と
い
う
主
観
的
要
件
を
要
求
し
て

245
）

い
る
。

③
最
大
判
昭
和
三
三
・
九
・
九
刑
集
一
二
・
一
三
・
二
八
八
二
﹇
股
火
鉢
引
火
事
件
﹈。
被
告
人
は
、
工
務
室
で
う
た
た
ね
を
し
て
か
ら

事
務
室
に
戻
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、
同
室
で
残
業
し
て
い
た
と
き
に
、
机
の
下
に
お
い
て
暖
を
と
っ
て
い
た
火
鉢
か
ら
出
火
し
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
自
己
の
失
策
の
発
覚
を
恐
れ
る
あ
ま
り
、
そ
の
ま
ま
営
業
所
を
立
ち
去
っ
た
た
め
に
火
災
と
な
っ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。

最
高
裁
は
、「
被
告
人
は
自
己
の
過
失
に
よ
り
右
原
符
、
木
机
等
の
物
件
が
焼

さ
れ
つ
つ
あ
る
の
を
現
場
に
お
い
て
目
撃
し
な
が
ら
、
そ

の
既
発
の
火
力
に
よ
り
右
建
物
が
焼

せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
認
容
す
る
意
思
を
も
っ
て
あ
え
て
被
告
人
の
義
務
で
あ
る
必
要
且
つ
容
易

な
消
火
措
置
を
と
ら
な
い
不
作
為
に
よ
り
建
物
に
つ
い
て
の
放
火
行
為
を
な
し
、
よ
っ
て
こ
れ
を
焼

し
た
も
の
」
と
判
示
し
て
、
自
己

の
過
失
行
為
と
し
て
の
先
行
行
為
を
保
障
人
義
務
の
発
生
根
拠
と
し
て

246
）

い
る
。
本
判
決
は
前
掲
大
正
一
三
年
大
審
院
判
決
、
後
掲
大
正
七

年
判
決
と
は
異
な
り
、
不
作
為
に
よ
る
放
火
罪
の
成
立
要
件
と
し
て
「
利
用
す
る
意
思
」
を
要
求
し
て
い

247
）

な
い
。

次
に
、
殺
人
罪
に
関
わ
る
判
例
が
重
要
で
あ
る
。

④
前
橋
地
高
崎
支
判
昭
和
四
六
・
九
・
一
七
判
時
六
四
六
号
一
〇
五
頁
﹇
身
体
障
害
者
山
中
置
き
去
り
事
件
﹈。
被
告
人
は
、
小
児
麻
痺
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の
た
め
に
歩
行
困
難
な
被
害
者
を
だ
ま
し
て
所
持
金
を
奪
お
う
と
企
て
、
厳
寒
期
の
深
夜
、
同
人
を
自
動
車
に
乗
せ
て
人
気
の
な
い
山
中

に
連
行
し
、
所
持
金
を
奪
っ
た
上
、
置
き
去
り
に
し
て
立
ち
去
っ
た
が
、
被
害
者
は
一
晩
中
付
近
を
這
い
ず
り
回
り
、
山
小
屋
に
た
ど
り

着
い
て
救
助
さ
れ
た
と
い
う
事
案
。
裁
判
所
は
、「
被
告
人
は
、
…
…
ま
さ
に
自
ら
の
先
行
行
為
に
よ
っ
て
被
害
者
の
生
命
に
危
険
を
生
じ

さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
然
同
被
告
人
に
は
、
そ
の
場
所
に
お
い
て
被
害
者
の
生
命
の
危
険
を
除
去
し
ま
た
は
被
害
者
を
安
全
な
場
所

ま
で
連
れ
帰
る
べ
き
法
的
義
務
（
作
為
義
務
）
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
被
告
人
の
前
記
不
作
為
は
右
作
為
義
務
に
違
反
す
る
不
作
為

で
あ
る
」
と
判
示
し
て
、
不
作
為
に
よ
る
殺
人
未
遂
罪
の
成
立
を
認
め
た
。

⑤
最
決
平
成
一
七
・
七
・
四
刑
集
五
九
・
六
・
四
〇
三
頁
﹇
シ
ャ
ク
テ
ィ
治
療
殺
人
事
件
﹈。
点
滴
等
の
医
療
措
置
が
必
要
な
入
院
中
の

患
者
を
退
院
さ
せ
て
そ
の
生
命
に
具
体
的
な
危
険
を
生
じ
さ
せ
上
、
そ
の
親
族
（
共
犯
者
）
か
ら
患
者
に
対
す
る
手
当
て
を
全
面
的
に
委

ね
ら
れ
た
被
告
人
が
、
患
者
の
生
命
維
持
の
た
め
に
必
要
な
医
療
措
置
を
受
け
さ
せ
ず
に
患
者
を
死
亡
さ
せ
た
事
案
。
最
高
裁
は
、「
被
告

人
は
、
自
己
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
患
者
の
生
命
に
具
体
的
な
危
険
を
生
じ
さ
せ
上
、
患
者
が
運
び
込
ま
れ
た
ホ
テ
ル
に
お
い

て
、
被
告
人
を
信
奉
す
る
患
者
の
親
族
か
ら
、
重
篤
な
患
者
に
対
す
る
手
当
て
を
全
面
的
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
立
場
に
あ
っ
た
も
の
と
認
め

ら
れ
る
。
そ
の
際
、
被
告
人
は
、
患
者
の
重
篤
な
状
態
を
認
識
し
、
こ
れ
を
自
ら
が
救
命
で
き
る
と
す
る
根
拠
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
直
ち
に
患
者
の
生
命
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
医
療
措
置
を
受
け
さ
せ
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
必
的
な
殺
意
を
も
っ
て
、
上
記
医
療
措
置
を
受
け
さ
せ
な
い
ま
ま
患
者
を
死
亡
さ
せ
た
被
告
人
に
は
、
不
作
為
に

よ
る
殺
人
罪
が
成
立
」
す
る
と
の
決
定
を
下
し
た
。
本
決
定
は
、
保
障
人
義
務
の
根
拠
と
し
て
、
被
害
者
を
無
理
や
り
退
院
さ
せ
る
と
い

う
先
行
行
為
と
並
ん
で
、
被
害
者
の
被
告
人
へ
の
依
存
関
係
を
強
調
し
て

248
）

い
る
。
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最
後
に
、
ひ
き
逃
げ
の
事
案
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
わ
が
国
で
は
、「
単
純
な
轢
き
逃
げ
」の
事
案
で
殺
人
罪
の
成
立
を
認
め
た
判
例
は
見

ら
れ
な
い
が
、「
移
転
を
伴
う
轢
き
逃
げ
」
の
事
案
で
は
、
こ
れ
を
不
作
為
の
形
態
と
捉

249
）

え
て
、
保
護
責
任
者
遺
棄
（
致
死
）
罪
の
成
立
を

認
め
た
判
例
⑥
と
殺
人
罪
の
成
立
を
認
め
た
判
例
⑦
が
あ
る
。

⑥
最
判
昭
和
三
四
・
七
・
二
四
刑
集
一
三
・
八
・
一
一
七
六
﹇
雪
中
被
害
者
遺
棄
事
件
﹈。
自
動
車
事
故
に
よ
る
負
傷
者
を
車
内
に
収
容

し
て
事
故
現
場
を
離
れ
、
折
か
ら
降
雪
中
の
薄
暗
い
車
道
上
に
被
害
者
を
捨
て
て
逃
走
し
た
と
い
う
事
案
。
最
高
裁
は
、「
刑
法
二
一
八
条

に
い
う
遺
棄
に
は
単
な
る
置
去
り
を
も
包
含
す
る
と
解
す
べ
く
、
本
件
の
如
く
、
自
動
車
の
操
縦
者
が
過
失
に
因
り
通
行
人
に
前
示
の
よ

う
な
歩
行
不
能
の
重
傷
を
負
わ
し
め
な
が
ら
道
路
交
通
取
締
法
、同
法
施
行
令
に
定
む
る
救
護
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
な
く
、

被
害
者
を
自
動
車
に
乗
せ
て
事
故
現
場
を
離
れ
、
折
柄
降
雪
中
の
薄
暗
い
車
道
上
ま
で
運
び
、
医
者
を
呼
ん
で
来
て
や
る
旨
申
欺
い
て
被

害
者
を
自
動
車
か
ら
下
ろ
し
、
同
人
を
同
所
に
放
置
し
た
ま
ま
自
動
車
の
操
縦
を
継
続
し
て
同
所
を
立
去
っ
た
と
き
は
、
正
に
『
病
者
を

遺
棄
シ
タ
ル
ト
キ
』
に
該
当
す
る
」
と
判
示
し
て
、
保
護
義
務
の
発
生
根
拠
と
し
て
道
路
交
通
取
締
法
（
当
時
）
に
救
護
義
務
が
規
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
保
護
義
務
の
発
生
根
拠
と
し
、
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
の
成
立
を
認

250
）

め
た
。

⑦
東
京
地
判
昭
和
四
〇
・
九
・
三
〇
下
刑
集
七
・
九
・
一
八
二
八
﹇
車
中
被
害
者
死
亡
事
件
﹈。
被
告
人
は
、
自
動
車
運
転
中
の
過
失
に

よ
り
被
害
者
を
轢
い
て
重
傷
を
負
わ
せ
、
救
護
す
る
た
め
も
よ
り
の
病
院
に
意
識
不
明
に
陥
っ
て
い
る
被
害
者
を
搬
送
し
よ
う
と
し
て
、

助
手
席
に
乗
せ
た
が
、
途
中
、
同
人
を
搬
送
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
犯
行
で
あ
る
こ
と
が
発
覚
し
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
を

恐
れ
、
病
院
に
搬
送
す
る
意
図
を
放
棄
し
、
被
害
者
を
適
当
な
場
所
に
遺
棄
す
る
な
ど
し
て
逃
走
し
よ
う
と
企
て
、
被
害
者
が
死
ぬ
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
予
見
し
な
が
ら
、
そ
れ
も
止
む
を
得
な
い
と
決
意
し
、
車
を
走
ら
せ
て
い
る
う
ち
に
、
被
害
者
が
走
行
中
の
車
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内
で
死
亡
し
た
と
い
う
事
案
。
東
京
地
裁
は
保
障
人
義
務
の
根
拠
を
特
に
論
ず
る
こ
と
な
く
殺
人
罪
の
成
立
を
認

251
）

め
た
。

「
移
転
を
伴
う
轢
き
逃
げ
」
事
案
に
つ
い
て
、
殺
人
（
未
遂
）
罪
の
成
立
を
認
め
た
下
級
審
判
例
は
、
作
為
義
務
の
根
拠
に
つ
い
て
触
れ

て
い
な
い
が
、
仮
に
、
先
行
行
為
や
法
令
（
道
路
交
通
取
締
法
、
現
道
路
交
通
法
）
の
定
め
る
救
護
義
務
を
根
拠
に
し
て
い
る
と
す
る
な

ら
、
同
じ
こ
と
は
「
単
純
な
轢
き
逃
げ
」
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、「
単
純
な
轢
き
逃
げ
」
に
つ
い
て
は
殺
人
罪

の
成
立
を
認
め
て
る
判
例
は
無
い
こ
と
か
ら
、
判
例
は
「
引
き
受
け
」、「
排
他
的
支
配
」
を
作
為
義
務
の
根
拠
と
し
て
い
る
も
の
の
よ
う

で
あ
る
。
殺
人
罪
と
保
護
責
任
者
遺
棄
致
死
罪
の
区
別
に
つ
い

252
）

て
は
、
判
例
は
殺
意
の
有
無
に
か
か
ら
せ
て
い
る
と
い
え

253
）

よ
う
。

ｃ

危
険
源
責
任

⑧
大
判
大
正
七
・
一
二
・
一
八
刑
録
二
四
・
一
五
五
八
﹇
燃
木
尻
引
火
事
件
﹈。
被
告
人
は
、
養
父
を
殺
害
後
、
格
闘
中
に
養
父
の
投
げ

た
燃
木
尻
の
火
が
内
庭
の
藁
に
燃
え
移
っ
た
の
を
認
め
な
が
ら
、
罪
跡
を

滅
し
よ
う
と
思
い
、
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
消
火
せ
ず
、
家
屋

を
全
焼
さ
せ
た
と
い
う
事
案
。
大
審
院
は
、「
放
火
罪
ハ
故
意
ニ
積
極
的
手
段
ヲ
用
ヒ
テ
刑
法
第
百
八
条
以
下
ニ
記
載
ス
ル
物
件
ニ
火
ヲ
放

チ
焼

ス
ル
ニ
因
リ
成
立
ス
ル
コ
ト
普
通
ノ
事
例
ナ
リ
ト
雖
モ
自
己
ノ
故
意
行
為
ニ
帰
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
原
因
ニ
因
リ
既
ニ
叙
上
物
件
ニ
発

火
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
之
ヲ
消
止
ム
ヘ
キ
法
律
上
ノ
義
務
ヲ
有
シ
且
容
易
ニ
之
ヲ
消
止
メ
得
ル
地
位
ニ
在
ル
者
カ
其
ノ
既
発
ノ
火
力
ヲ
利

用
ス
ル
意
思
ヲ
以
テ
鎮
火
ニ
必
要
ナ
ル
手
段
ヲ
執
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
此
不
作
為
モ
亦
法
律
ニ
所
謂
火
ヲ
放
ツ
ノ
行
為
ニ
該
当
ス
ル
…
…
叙
上

物
件
ノ
占
有
者
又
ハ
所
有
者
カ
自
己
ノ
故
意
行
為
ニ
帰
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
原
因
ニ
由
リ
其
ノ
物
件
ニ
発
火
シ
為
ニ
公
共
ニ
対
シ
危
害
ノ
発
生

ス
ル
虞
ア
ル
ニ
際
シ
之
ヲ
防
止
シ
得
ル
ニ
拘
ワ
ラ
ス
故
意
ニ
之
ヲ
放
任
シ
テ
顧
ミ
サ
ル
カ
如
キ
ハ
実
ニ
公
ノ
秩
序
を
無
視
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ

テ
秩
序
ノ
維
持
ヲ
以
テ
任
務
ト
ス
ル
法
律
ノ
精
神
ニ
抵
触
ス
ル
ヤ
明
ナ
ル
カ
故
ニ
斯
ノ
如
キ
場
合
ニ
於
テ
此
等
ノ
者
カ
其
発
火
ヲ
消
止
メ
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以
テ
公
共
ノ
危
険
ノ
発
生
ヲ
防
止
ス
ル
ハ
其
法
律
上
ノ
義
務
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ヲ
正
当
ナ
リ
ト
ス
蓋
シ
此
法
理
ハ
民
法
第
七
百
十

七
条
等
ノ
規
定
ノ
精
神
ヨ
リ
推
究
ス
ル
モ
其
一
端
ヲ
窺
ウ
ニ
難
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
と
判
示
し
て
、
被
告
人
が
「
物
件
の
占
有
者
又
は
所
有

者
」
た
る
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
保
障
人
（
消
火
）
義
務
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
本
判
決
は
さ
ら
に
不
作
為
に
よ
る
放
火
罪
の
成
立
要
件

と
し
て
「
既
発
の
火
力
を
利
用
す
る
意
思
」
と
い
う
主
観
的
要
素
を
要
求
し
て
い
る
。

注215
）

團
藤
（
注
58
）
一
四
九
頁
以
下
。
大
塚
（
注
56
）
一
四
二
頁
以
下
。

216
）

参
照
、
内
田
文
昭
「
保
障
人
的
地
位
の
根
拠
」（
阿
部
純
二
他
編
『
刑
法
基
本
講
座
第
二
巻
』
所
収
）
一
九
九
四
年
・
九
三
頁
以
下
、
九
九
頁
。
中
森
喜
彦

「
保
障
人
説

｜

そ
の
推
移
と
意
義
｜

」
現
代
刑
事
法
第
四
巻
第
九
号
（
二
〇
〇
二
年
）
四
頁
以
下
、
六
頁
。

217
）

日
高
義
博
（
注
１
６
３
）
一
五
二
頁
以
下
。

218
）

曽
根
（
注
１
６
３
）
一
六
頁
。
佐
伯
仁
志
「
不
作
為
犯
論
」
法
学
教
室
・
二
八
八
号
（
二
〇
〇
四
年
）
五
四
頁
以
下
、
五
七
頁
以
下
。
中
森
（
注
２
１
６
）

六
頁
。

219
）

佐
伯
（
注
２
１
８
）
六
〇
頁
。

220
）

堀
内
捷
三
『
刑
法
総
論
』（
第
二
版
）
二
〇
〇
四
年
・
六
〇
頁
以
下
。
同
『
不
作
為
犯
論
』
一
九
七
八
年
・
二
五
三
頁
以
下
。
こ
の
説
に
よ
る
と
、「
皮
革

用
噴
霧
器
事
件
」
の
よ
う
な
「
製
造
業
者
、
販
売
業
者
の
手
元
を
離
れ
て
流
通
し
て
い
る
製
造
物
に
つ
い
て
は
製
品
に
対
す
る
排
他
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る

と
も
、
危
険
物
が
自
己
の
支
配
領
域
内
に
あ
る
と
も
い
え
な
い
。
従
っ
て
、
製
造
会
社
に
も
市
場
に
出
回
っ
て
い
る
製
品
を
リ
コ
ー
ル
す
べ
き
作
為
義
務
は

生
」
じ
な
い
こ
と
に
な
る
。
同
「
製
造
物
の
欠
陥
と
刑
事
責
任
｜

そ
の
序
論
的
考
察
｜

」
研
修
五
四
六
号
（
一
九
九
三
年
）
八
頁
以
下
。
こ
れ
に
対
し
て
、

本
来
、
本
説
は
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
排
他
性
を
問
題
と
し
て
い
た
の
に
、
こ
こ
で
は
製
造
物
に
対
す
る
排
他
性
を
問
題
と
し
て
い
て
、
問
題
の
あ
り
ど

こ
ろ
の
認
識
に
欠
け
る
と
の
批
判
が
可
能
で
あ
る
。
参
照
、
鎮
目
征
樹
「
刑
事
製
造
物
責
任
に
お
け
る
不
作
為
犯
論
の
意
義
と
展
開
」『
本
郷
法
政
紀
要
』
八

号
（
一
九
九
九
年
）
三
四
三
頁
以
下
、
三
六
三
頁
。

浅
田
和
茂
『
刑
法
総
論
』
二
〇
〇
五
年
・
一
五
九
頁
も
、
事
実
上
の
引
き
受
け
説
を
支
持
す
る
が
、
問
題
は
、
い
か
な
る
場
合
に
結
果
不
発
生
の
事
実
上

の
引
き
受
け
が
認
め
ら
れ
る
か
で
あ
り
、
個
人
的
法
益
の
場
合
は
、
被
害
者
が
現
に
置
か
れ
て
い
る
状
態
を
顧
慮
し
つ
つ
、
そ
の
被
害
者
の
法
益
に
つ
い
て
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配
慮
す
べ
き
地
位
に
あ
る
こ
と
、
公
共
的
・
国
家
的
法
益
の
場
合
は
、
結
果
発
生
の
有
無
が
行
為
者
の
支
配
内
に
あ
る
こ
と
が
、
主
要
な
判
断
基
準
に
な
る

と
論
ず
る
。

221
）

参
照
、
中
森
（
注
２
１
６
）
六
頁
。
東
京
高
判
昭
和
三
五
・
二
・
一
七
下
刑
集
二
巻
二
号
一
三
三
頁
〔
仮
死
状
態
で
出
生
し
た
嬰
児
が
放
置
さ
れ
、
死
亡

し
た
事
案
。「
被
告
人
は
…
…
嬰
児
が
生
き
て
生
ま
れ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
母
親
と
し
て
、
直
ち
に
嬰
児
の
生
存
の
た
め
必
要
、
適
切

な
保
護
を
な
す
べ
き
義
務
が
あ
っ
た
筈
で
あ
り
、
故
意
に
こ
の
義
務
を
履
行
せ
ず
、
よ
っ
て
嬰
児
の
死
亡
の
結
果
を
招
来
し
た
と
き
は
、
そ
の
責
任
を
負
わ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
当
然
で
あ
る
」。
殺
人
罪
成
立
〕。

こ
れ
に
対
し
て
、
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
』
第
四
版
・
二
〇
〇
六
年
・
一
三
一
頁
は
、
事
実
上
の
引
き
受
け
説
と
同
様
に
、
親
の
子
に
対
す
る
義
務

は
民
法
上
の
扶
養
義
務
か
ら
形
式
的
に
発
生
す
る
の
で
は
な
く
、
従
来
か
ら
継
続
的
に
食
物
を
与
え
続
け
て
き
た
こ
と
等
の
事
実
か
ら
作
為
義
務
が
発
生
す

る
と
主
張
す
る
。

222
）

佐
伯
（
注
２
１
８
）
五
八
頁
。

223
）

島
田
聡
一
郎
「
不
作
為
犯
」
法
学
教
室
・
二
六
三
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
一
三
頁
以
下
、
一
一
四
頁
。

224
）

神
山
（
注
67
）
二
一
四
頁
以
下
。

225
）

神
山
（
注
67
）
二
〇
六
頁
、
二
一
六
頁
。

226
）

神
山
（
注
１
１
３
）
二
四
頁
。

227
）

島
田
（
注
２
２
３
）
一
一
六
頁
以
下
。

228
）

西
田
典
之
「
不
作
為
犯
論
」（
芝
原
邦
爾
等
編
『
刑
法
理
論
の
現
代
的
展
開

総
論
』
所
収
・
一
九
九
〇
年
）
一
八
九
頁
以
下
。
同
（
注
44
）
一
一
六
頁
以

下
。
山
口
（
注
35
）
八
八
頁
以
下
は
、
因
果
経
過
支
配
説
を
基
本
的
に
支
持
し
な
が
ら
も
、
作
為
犯
に
お
い
て
も
因
果
経
過
を
最
後
に
至
る
ま
で
支
配
す
る

必
要
は
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
、「
因
果
経
過
の
支
配
」
で
は
な
く
、「
結
果
原
因
の
支
配
」
の
有
無
を
問
題
と
す
る
べ
き
だ
と
し
て
、
そ
れ
が
肯
定
さ
れ
る

場
合
と
し
て
、
①
法
益
の
脆
弱
性
の
支
配
（
例
え
ば
、
親
が
子
を
養
育
し
て
い
る
場
合
）
と
②
危
険
源
の
支
配
（
例
え
ば
、
危
険
な
装
置
や
事
業
を
運
用
す

る
場
合
）
を
指
摘
す
る
。
本
説
も
先
行
行
為
に
基
づ
く
保
障
人
の
地
位
を
一
切
認
め
な
い
。

229
）

山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
』（
第
二
版
）
二
〇
〇
八
年
・
二
三
四
頁
。
佐
伯
（
注
２
１
８
）
五
九
頁
。

230
）

佐
伯
仁
志
「
保
障
人
的
地
位
の
発
生
根
拠
に
つ
い
て
」（『
香
川
達
夫
博
士
古
稀
祝
賀
・
刑
事
法
学
の
課
題
と
展
望
』
一
九
九
六
年
所
収
）
九
五
頁
以
下
。

佐
伯
（
注
２
１
８
）
五
九
頁
以
下
。

231
）

佐
伯
（
注
２
１
８
）
六
〇
頁
注
25
。

北研45(2・ )78 276

論 説



232
）

佐
伯
（
注
２
１
８
）
六
〇
頁
。

233
）

中
森
（
注
２
１
６
）
六
頁
。

234
）

林
（
注
44
）
一
六
二
頁
。

235
）

佐
伯
（
注
１
６
１
）
六
一
頁
。

236
）

林
（
注
44
）
一
六
二
頁
。

237
）

井
田
（
注
56
）
四
二
頁
。

238
）

佐
伯
（
注
２
１
８
）
六
二
頁
。

239
）

林
（
注
44
）
一
六
二
頁
は
、
作
為
義
務
の
根
拠
を
専
ら
、「
自
ら
法
益
に
排
他
的
な
支
配
を
設
定
」
し
た
と
こ
ろ
の
求
め
る
が
、
本
文
で
指
摘
し
た
よ
う
な

問
題
が
残
る
。

240
）

鎮
目
征
樹
（
注
２
２
０
）
三
五
三
頁
以
下
。

241
）

島
田
（
注
２
２
３
）
一
一
六
頁
。
佐
伯
（
注
２
１
８
）
六
二
頁
。

242
）

山
中
敬
一
（
注
２
２
９
）
二
三
四
頁
以
下
。

243
）

松
宮
孝
明
『
刑
法
総
論
講
義
』（
第
三
版
）
二
〇
〇
四
年
・
八
六
頁
。

244
）

そ
の
他
の
下
級
審
判
決
と
し
て
、
名
古
屋
地
岡
崎
支
判
昭
和
四
三
・
五
・
三
〇
下
刑
集
一
〇
巻
五
号
五
八
〇
頁
〔
被
告
人
は
、
家
出
し
た
妻
が
知
人
に
預

け
た
生
後
八
ヶ
月
の
子
を
受
け
取
り
、
一
旦
は
食
事
を
与
え
た
も
の
の
、
妻
が
帰
宅
し
な
い
た
め
自
暴
自
棄
に
な
り
、
何
等
飲
食
物
を
与
え
ず
放
置
し
た
た

め
、
そ
の
子
は
餓
死
し
た
と
い
う
事
案
。
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
が
成
立
〕。
福
岡
地
久
留
米
支
判
昭
和
四
六
・
三
・
八
判
タ
二
六
四
号
四
〇
三
頁
〔
被
告
人

は
、
陣
痛
を
催
し
て
い
た
が
、
便
秘
に
よ
る
腹
痛
と
思
い
何
度
も
便
所
に
入
っ
て
い
る
う
ち
に
、
嬰
児
を
便
層
内
に
産
み
落
と
し
た
こ
と
に
気
づ
い
た
も
の

の
、
咄
嗟
に
殺
害
を
決
意
し
、
当
該
嬰
児
を
便
層
内
に
放
置
し
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
事
案
。
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
が
成
立
〕。
東
京
八
王
子
支
判
昭
和
五
七
・

一
二
・
二
二
判
タ
四
九
四
号
一
四
二
頁
〔
被
告
人
は
、
自
宅
に
住
ま
わ
せ
て
い
た
従
業
員
に
暴
行
を
加
え
、
骨
折
等
の
傷
害
を
負
わ
せ
が
、
重
篤
な
症
状
を

呈
す
る
に
至
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
犯
行
の
発
覚
を
お
そ
れ
て
医
師
に
よ
る
治
療
を
受
け
さ
せ
ず
、
化
膿
止
め
の
薬
品
を
投
与
す
る
等
の
措
置
を
執
る
に

と
ど
ま
っ
た
た
め
、
同
人
を
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
事
案
。
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
成
立
〕。

245
）

團
藤
（
注
２
１
５
）
一
五
一
頁
は
、「
神
棚
蝋
燭
引
火
事
件
」
に
つ
い
て
、
不
作
為
に
よ
る
放
火
が
違
法
で
あ
り
、
且
つ
「
焼

」
の
結
果
に
対
す
る
原
因

に
な
っ
た
こ
と
は
た
し
か
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
ず
、「
既
発
の
危
険
を
利
用
す
る
意
思
」が
認
め
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
放
火
罪
の
定
型
に
当
た
る
と
論

ず
る
。
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246
）

参
照
、
岩
間
康
夫
「
不
作
為
に
よ
る
放
火
」（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
『
刑
法
判
例
百
選

総
論
』（
第
六
版
）
所
収
）
二
〇
〇
八
年
・
一
二
頁
以
下
。

下
級
審
判
決
と
し
て
、
広
島
高
岡
山
支
判
昭
和
四
八
・
九
・
六
判
時
七
四
三
号
一
一
二
頁
〔
被
告
人
は
、
夜
間
事
務
室
に
侵
入
し
、
机
の
引
き
出
し
か
ら

現
金
を
摂
取
す
る
際
、
硬
貨
を
床
に
落
と
し
た
た
め
、
紙
た
い
ま
つ
に
点
火
し
て
そ
れ
を
拾
い
集
め
た
が
、
そ
の
際
、
紙
た
い
ま
つ
の
火
が
机
上
の
紙
類
に

燃
え
移
っ
た
と
こ
ろ
、
犯
行
の
発
覚
を
恐
れ
て
消
火
せ
ず
に
そ
の
場
を
立
ち
去
っ
た
と
い
う
事
案
〕。

247
）

藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
総
論
』
一
九
七
五
年
・
一
三
五
頁
以
下
は
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
に
は
、
重
大
な
作
為
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
る
ば
か
り
で

な
く
、「
既
発
の
状
態
を
利
用
す
る
か
、
す
く
な
く
と
も
意
図
的
に
放
置
」す
る
と
い
う
主
観
的
態
度
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
本
判
決
に
関
し
て
は
、

「
積
極
的
な
利
用
の
意
思
は
な
い
に
し
て
も
、
自
己
の
失
策
を
隠
す
意
図
で
放
置
し
た
こ
と
の
認
め
ら
れ
る
事
案
」で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
本
判
決
を
結

論
的
に
是
認
し
て
い
る
。

248
）

参
照
、
山
中
敬
一
「
不
作
為
に
よ
る
殺
人
」（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
『
刑
法
判
例
百
選

総
論
』（
第
六
版
）
所
収
）
二
〇
〇
八
年
・
一
四
頁
以
下
。

249
）

被
害
者
を
降
ろ
し
て
放
置
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
死
の
発
生
の
具
体
的
危
険
が
発
生
し
た
場
合
に
は
作
為
に
よ
る
殺
人
行
為
が
認
め
ら
れ
、し
た
が
っ
て
、

行
為
者
に
殺
人
の
故
意
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
殺
人
罪
が
成
立
す
る
。
か
か
る
危
険
が
ま
だ
発
生
し
て
い
な
い
と
か
、
発
生
し
て
も
殺
人
の
故
意
が
な
い
と

き
、
作
為
に
よ
る
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
が
成
立
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
害
者
を
既
に
自
動
車
に
乗
せ
た
時
点
で
瀕
死
の
重
傷
を
負
っ
て
い
た
場
合
、
故

意
が
あ
れ
ば
、
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
が
発
生
す
る
。
第
一
章
注
37
参
照
。

250
）

本
最
高
裁
判
決
の
前
後
に
も
、
下
級
審
は
同
種
の
事
案
に
つ
い
て
保
護
責
任
者
遺
棄
（
致
死
）
罪
の
成
立
を
認
め
て
い
る
。
大
阪
高
判
昭
和
三
〇
・
一
一
・

一
高
刑
裁
特
二
巻
二
二
号
一
一
五
二
頁
〔
被
告
人
が
、
夜
間
タ
ク
シ
ー
を
運
転
中
、
過
失
に
よ
っ
て
、
泥
酔
し
て
道
路
を
横
断
中
の
被
害
者
に
接
触
し
て
転

倒
さ
せ
治
療
日
数
約
一
〇
日
を
要
す
る
傷
害
を
負
わ
せ
た
が
、
被
害
者
を
自
車
に
乗
せ
て
、
付
近
に
人
家
も
な
い
し
通
行
の
人
車
も
稀
な
共
同
墓
地
下
の
池

の
端
ま
で
運
び
、
そ
こ
に
放
置
し
て
立
ち
去
っ
た
と
い
う
事
案
。
道
路
交
通
取
締
法
第
二
四
条
第
一
項
を
根
拠
に
被
告
人
は
保
護
責
任
者
に
当
た
る
と
し
て
、

保
護
責
任
者
遺
棄
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
た
〕。
東
京
高
判
昭
和
三
七
・
六
・
二
一
高
刑
集
一
五
巻
六
号
四
二
二
頁
〔
被
告
人
が
、
深
夜
、
自
動
車
を
運
転
中
、

過
失
に
よ
っ
て
通
行
人
を
車
道
上
に
跳
ね
飛
ば
し
て
重
傷
を
負
わ
せ
、
意
識
を
失
っ
て
い
る
被
害
者
を
抱
き
か
か
え
て
歩
道
上
ま
で
運
び
、
そ
の
ま
ま
放
置

し
て
立
ち
去
っ
た
と
こ
ろ
、
被
害
者
が
苦
悶
反
転
し
て
い
る
う
ち
に
側
溝
に
転
落
し
て
溺
死
し
た
と
い
う
事
案
。
道
路
交
通
法
第
七
二
条
第
一
項
を
根
拠
に

被
告
人
は
保
護
責
任
者
に
当
た
る
と
し
て
保
護
責
任
者
遺
棄
致
死
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
た
〕。

251
）

本
東
京
地
裁
判
決
の
前
後
に
も
、
殺
人
（
未
遂
）
罪
の
成
立
を
認
め
た
下
級
審
判
例
が
あ
る
。
横
浜
地
判
昭
和
三
七
・
五
・
三
〇
下
刑
集
四
巻
五＝

六
号

四
九
九
頁
〔
自
動
車
運
転
者
が
、
走
行
中
に
過
失
に
よ
っ
て
重
傷
を
負
わ
せ
た
被
害
者
を
救
助
す
べ
く
助
手
席
に
乗
せ
て
走
行
し
た
も
の
の
、
途
中
で
自
己

の
発
覚
を
恐
れ
て
被
害
者
を
路
上
に
引
き
摺
り
下
ろ
し
て
逃
走
し
た
と
い
う
事
案
。「
傷
害
に
よ
り
顔
面
か
ら
出
血
し
、
意
識
も
明
確
で
な
い
状
態
で
一
見
し
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て
か
な
り
重
傷
を
負
っ
て
い
て
、
し
か
も
当
時
は
夜
明
前
で
未
だ
暗
い
上
に
寒
気
厳
し
く
降
霜
し
て
い
る
の
で
、
長
時
間
人
に
発
覚
さ
れ
難
が
た
い
場
所
に

遺
棄
し
た
場
合
に
は
同
人
の
死
に
至
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
敢
え
て
同
人
を
遺
棄
し
て
死
に
至
る
こ
と
も
や
む
な
し
と
決
意
」
し
た
点

に
未
必
の
故
意
が
あ
り
、
殺
人
未
遂
罪
が
成
立
す
る
〕。
東
京
高
判
昭
和
四
六
・
三
・
四
高
刑
集
二
四
巻
一
号
一
六
八
頁
〔
被
告
人
は
、
自
動
車
を
運
転
中
、

過
失
に
よ
り
道
路
を
横
断
中
の
歩
行
者
を
跳
ね
飛
ば
し
て
重
傷
を
負
わ
せ
た
が
、
被
害
者
を
知
り
合
い
の
病
院
に
運
ぼ
う
と
助
手
席
に
乗
せ
て
走
行
中
、
自

己
の
発
覚
を
恐
れ
て
人
通
り
の
な
い
場
所
へ
置
き
去
り
に
し
よ
う
と
決
意
し
、
事
故
現
場
か
ら
約
二
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
道
路
沿
い
の
陸
田
を
掘
り
起

こ
し
た
窪
み
に
放
置
し
て
逃
走
し
た
と
い
う
事
案
。
未
必
の
故
意
が
認
定
さ
れ
、
殺
人
未
遂
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
た
〕。

252
）

学
説
に
は
、「
殺
人
の
故
意
が
あ
っ
て
も
殺
人
と
す
る
に
た
り
る
ほ
ど
の
作
為
義
務
の
な
い
者
の
場
合
は
、
保
護
責
任
者
遺
棄
致
死
と
し
て
軽
く
処
罰
さ
れ

る
」
と
し
て
、
作
為
義
務
の
程
度
に
よ
っ
て
区
別
す
る
見
解
が
あ
る
（
平
野
龍
一
『
刑
法

総
論

』
一
九
七
二
年
・
一
五
八
頁
以
下
）。
こ
れ
に
対
し
て
、

作
為
義
務
の
内
容
は
被
害
者
の
死
の
結
果
阻
止
と
い
う
点
で
異
な
ら
な
い
の
で
、
こ
の
区
別
は
適
切
で
な
い
と
批
判
す
る
の
が
、
大
沼
邦
弘
「
ひ
き
逃
げ
と

遺
棄
罪
・
殺
人
罪
」（
阿
部
純
二
他
編
『
刑
法
基
本
講
座
第
六
巻

各
論
の
諸
問
題
』
一
九
九
三
年
）
九
五
頁
以
下
、
一
〇
七
頁
。

253
）

参
照
、
大
沼
（
注
２
５
２
）
一
〇
〇
頁
以
下
。

（
つ
づ
く
）

不作為犯の体系と構造 ㈤
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